
　　・文書

　　　のいずれかにより指導する

　　郵送する場合は「発送日」を記入するよう指導書を添えて返送する。

消防用設備等点検結果報告書の事務処理の流れ（郵送による報告のケース）

　速やかに

　　・立入検査

消防法第17条3の3の規定に
基づいて行われている報告である

不備なし

注）　点検結果報告書の報告日が空白の場合は未記入のままとし，次回も報告書を

　よう電話連絡する

はい
いい
え

返信用封筒が同封されている

　審査を行う

 ※（点検票の省略）も参照のこと

はい
いい
え

　受取りに来署する

いい
え

返送する

　　必要に応じ適切に指導する

　不備内容がきわ
　めて軽微である

不備あり

はい
いい
え

　 ・必要な必要書類に不備が

　審査の結果，消防用設備等
　に不備がある

点検結果報告書が郵送されてくる

　　・直接，報告書を持参する

　　・改めて報告書を郵送する

　次のいずれかを指導する

　　 ないか

　 ・点検結果報告書の記載に
　　 不備がないか

　　　　を確認する

はい

消防用設備等の不備は軽微なものである

はい

　電話で次のことを確認する

　　・改修方法

　　・改修予定時期

いい
え


